
 

当院の院内掲示・施設基準 

① 情報通信機器を用いた診療にかかる基準について 

② 医療情報取得加算について 

③ 医療 DX 推進体制整備加算について 

④ 外来腫瘍化学療法診療料３について 

⑤ コンタクトレンズ検査料について 

⑥ 一般名処方加算 

⑦ 医科点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６ 

⑧ 看護要員に関する配置 

⑨ 協力対象施設入所者入院加算に係る掲示について 

⑩ 厚生労働大臣が定める事項 

⑪ DPC 対象病院 

⑫ 施設基準一覧 

⑬ 入院時食事療養（Ⅰ）に関する事項 

⑭ 明細書発行のお知らせ 

⑮ 室料差額一覧表 

⑯ 保険外負担に関する事項 

⑰ 180 日を超える入院費を超える選定療養費の算定について 

  



 

情報通信機器を用いた診療にかかる基準について 

 

 

当院では、情報通信機器を用いた診療を行うにつき、以下の体制を整備しています。 

 

・厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診察を行います。 

・必要に応じて対面診療をご案内します。 

・必要に応じて他の医療機関と連携し、専門医・専門医療機関を紹介します。 

 

ただし、情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。  

 

 

 

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院  



 

医療情報取得加算について 

 

当院では、医療情報取得加算について以下の体制を整えています。 

 

➢ 健康保険法第３条第１３項に規定する電子資格確認（オンライン資格確認）を行う体制

を有しています。 

➢ 当該保険医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必

要な診療情報を取得・活用して診療を行います。 

 

〇オンライン資格確認の流れ 

 

厚生労働省「オンライン資格確認について」より引用 

 

➢ 診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

➢ 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院  



 

医療 DX推進体制整備加算について 

 

当院では、医療 DXを通じた質の高い診療を提供のため、以下の体制を整備しています。 

 

◆ オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

◆ オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用し

て診療をできる体制を有しています。 

◆ マイナ保険証利用を促進等、医療 DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組

んでおります。 

◆ 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスについては、今後導入予定です。 

 

  



 

 

外来腫瘍化学療法診療料３について 

 

 

1. 当院は、外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫

瘍化学療法診療料１の届出を行っている他の保険医療機

関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる

連携体制を確保しております。 

 

 

2. 連携する医療機関の名称等 

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 

  



 

≪コンタクトレンズ検査料について≫ 

 

 

① 当院又は JA愛知県厚生連が運営している医療機関におきまして、過去にコンタク

トレンズ検査を受けられている方に関しては再診料を算定させて頂きます。 

② 当院において算定するコンタクトレンズ検査の点数・コンタクトレンズ診療を行

う医師につきましては下記の表の通りとなります。 

③ 上記の項目について、ご不明な点がある場合は総合受付までお越しください。 

 

 

≪診療費≫ 

◆ 初診料 ： ２９１点 

◆ 再診料 ：  ７５点 

◆ 検査料 ： ２００点 

 

 

≪担当医師≫ 

◆ 太田 直道  医師 

 眼科診療経験年数  ７年（令和７年４月現在） 

◆ 野川 千晶  医師 

 眼科診療経験年数 １０年（令和７年４月現在） 

◆ 西垣 誠士  医師 

 眼科診療経験年数  ７年（令和７年４月現在） 

◆ 松井 伸広  医師 

 眼科診療経験年数  ３年（令和７年４月現在） 

◆ 柊木   彩    医師 

 眼科診療経験年数  ３年（令和７年４月現在） 

◆ 米林 修平  医師 

  眼科診療経験年数  ３年（令和７年４月現在）  



 

患者さんへのお願い 

 

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬

品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が

続いています。 
 

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬

品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名

処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う

場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が

不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供し

やすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院

職員までご相談ください。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載する

ことです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が

同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすく

なります。 

 

 

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院 

  



 

JA 愛知厚生連 

足助病院 

医科点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６（歯科点数表第２章第９部手術の通則４含む） 

（令和６年１月１日～１２月３１日実績） 

 

  

院内掲示する手術件数 



 

看護要員の配置状況 
 

■ ４階西病棟（急性期一般入院料５：看護職員１０対１） 

 

当病棟（入院患者５０人）では、１日１５人以上の看護職員が勤務しておりま

す。 

 なお時間毎の看護職員の配置は以下のとおりです。 

1. 朝８時３０分～夕方１７時：１人当りの受け持ち患者は７人以内 

2. 夕方１７時～深夜１時：：１人当りの受け持ち患者は１７人以内 

3. 深夜１時～朝８時３０分：１人当りの受け持ち患者は１７人以内 

 

 

■ ４階東病棟（急性期一般入院料５：看護職員１０対１） 

     （地域包括ケア入院医療管理料１：看護職員１３対１） 

 

当病棟（入院患者５０人）では、１日１５人以上の看護職員が勤務しておりま

す。 

 なお時間毎の看護職員の配置は以下のとおりです。 

1. 朝８時３０分～夕方１７時：１人当りの受け持ち患者は７人以内 

2. 夕方１７時～深夜１時：：１人当りの受け持ち患者は１７人以内 

3. 深夜１時～朝８時３０分：１人当りの受け持ち患者は１７人以内 

 

 

■ ３階東病棟（地域包括ケア病棟入院料１算定：看護職員１３対１） 

 

当病棟（入院患者４８人）では、１日１１人以上の看護職員が勤務しておりま

す。 

 なお時間毎の看護職員の配置は以下のとおりです。 

1. 朝８時３０分～夕方１７時：１人当りの受け持ち患者は７人以内 

2. 夕方１７時～深夜１時：１人当りの受け持ち患者は２４人以内 

3. 深夜１時～朝８時３０分：１人当りの受け持ち患者は２４人以内  



 

協力対象施設入所者入院加算に係る掲示について 

 

 

当院は介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該

介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対

応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等

の名称は以下のとおりです。 

 

 

 

◆ 特別養護老人ホーム 巴の里 

◆ 特別養護老人ホーム 石野の里 

◆ 介護老人保健施設フジオカ 

◆ グループホーム下山の森 

◆ グループホーム JO・さざんか 

◆ グループホーム JO・さざんか第２ 
 

 

 

 

愛知県厚生農業協同組合連合会 

足助病院  



 

厚生労働大臣が定める掲示事項 

 

1. 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行ってい

る保険医療機関です。 

 

 

 

2. 入院基本料について 

 

当院では、一般病棟入院基本料（急性期一般入院料５）の届

出を行っております。なお、各病棟の時間帯ごとの配置は別記

【看護要員に関する配置】のとおりです。 

 

 

 

3. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、

栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について 

 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同し

て、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書により

お渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止

対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支

援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。 
  



 

  



 

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院 
基本診療料の施設基準 

一般病棟入院基本料 

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１ 

救急医療管理加算 

医療ＤＸ推進体制整備加算 

診療録管理体制加算３ 

急性期看護補助体制加算 

療養環境加算 

重症者等療養環境特別加算 

医療安全対策加算１ 

せん妄ハイリスク患者ケア加算 

協力対象施設入所者入院加算 

感染対策向上加算１ 

排尿自立支援加算 

患者サポート体制充実加算 

データ提出加算 

医師事務作業補助体制加算２ 

入退院支援加算 

入院時支援加算 

認知症ケア加算 

栄養サポートチーム加算 

情報通信機器を用いた診療に係る基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院 
特掲診療料の施設基準 

がん性疼痛緩和指導管理料 

がん治療連携指導料 

がん患者指導管理料ハ 

在宅療養支援病院１ 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 

在宅がん医療総合診療料 

外来腫瘍化学療法診療料３ 

外来化学療法加算２ 

肝炎インターフェロン治療計画料 

薬剤管理指導料 

医療機器安全管理料１ 

検体検査管理加算（Ⅰ） 

検体検査管理加算（Ⅱ） 

コンタクトレンズ検査料１ 

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

無菌製剤処理料 

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

小児運動器疾患指導管理料 

夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算 

医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術 

胃瘻造設時嚥下機能評価加算 

麻酔管理料（１） 

輸血管理料Ⅱ 

輸血適正使用加算 

外来排尿自立指導料 

二次性骨折予防継続管理料１ 

二次性骨折予防継続管理料２ 

二次性骨折予防継続管理料３ 

入院ベースアップ評価料５９ 

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

看護職員処遇改善評価料３６ 

酸素の購入単価 

入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ） 



 

 

入院時食事療養（Ⅰ）に関する事項 
 

 

当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士に

よって管理された保温食事を適時（夕食については午後６時以降）

適温にて提供しております。 

 

 

 

① 入院時食事療養（Ⅰ）            ６９０円（１食につき） 

 

② 特別食を提供した場合の加算           ７６円（１食につき） 

 

③ 食堂における食事療養を行った場合の加算     ５０円（１食につき） 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に

推進していく観点から、平成２４年３月２６日より、領収

証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書

を無料で発行することと致しました。 

 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が

記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家

族の方が代理で会計を行う場合その代理の方への発行も含

めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口へその旨

お申し出下さい。  

「個別の診療報酬の算定項目の 

分かる明細書」の発行について 



 

  



 

  



 

 

180 日を超える入院料の算定について 
 

 

 

健康保険法等の規定により、１８０日を超えて一般病棟に

長期入院する患者さんの入院料の一部は、健康保険等の適用

対象から外れ、実費分の特別の料金として患者さんご自身に

ご負担して頂くことになっていますのでご了承願います。 

 

 

 

 

１日につき ２，３９０円 
 

 

 

 

 

これにより当院では上記の金額を請求させていただきま

す。なお、該当される患者さんには、あらかじめご説明させ

ていただきます。 
 


